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【別紙】  

置賜広域行政事務組合最終処分場整備事業環境影響評価方法書 

に対する山形県知事意見  

 

 

１  全般的事項 

（１）環境への影響の予測にあたっては、できる限り定量的な手法を

用いること。 

（２）既存処分場の環境影響を含めた評価を行う際は、その影響が存

在することを前提として、環境保全措置の必要性を検討すること。 

（３）環境影響評価を行う過程において、事業特性や地域特性の変化

が生じた場合は、必要に応じて評価項目の選定や手法の見直しを

行うなど適切に対応すること。 

   また、参考とする指針等の改訂があった場合は、可能な限り最

新の情報に基づく評価を行うこと。 

（４）調査対象の状況を最も的確に把握できるよう、天候、時間帯及

び季節的な時期を選定し、その根拠や妥当性を整理したうえで調

査を行うこと。 

（５）事業の進捗状況や調査等の結果について、適宜、地域住民及び

関係機関に対し情報提供を行うとともに、一般にも公表すること。 

（６）環境影響評価項目の選定並びに調査、予測及び評価の手法を修

正した場合は、方法書の改訂を行うこと。  

 

２  事業特性 

（１）異常な豪雨や地震等の発生時においても施設の機能が損なわれ

ないよう、防災対策に努めること。 

（２）遮水シート破損等の緊急時の措置について明らかにし、準備書

に記載すること。 

 

３ 大気環境 

（１）主風に対して風下側となる中島集落において、粉じんの影響に

ついて評価を行うこととし、調査、予測及び評価の手法を修正す

ること。 

（２）最終処分場の稼働により悪臭が発生すると考えられる場合は、

その影響について評価を行うこととし、環境影響評価項目の選定

並びに調査、予測及び評価の手法を修正すること。 
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４ 水環境 

（１）埋立地における不要な表面水の除去や浸出水処理施設の維持管

理を適切に行い、処理後の放流水の水質の改善に努めること。 

（２）天王川における水質の評価において、既存処分場からの排水の

影響を受けない上流部に調査地点を設け、調査、予測及び評価の

手法を修正すること。 

 

５  地形及び地質 

計画地周辺に活断層がある場合は、その影響について評価を行う

こととし、環境影響評価項目の選定並びに調査、予測及び評価の手

法を修正すること。 

 

６ 動植物 

天王川周辺における動植物の調査区域について、既存処分場から  

の排水の影響を受けない上流部まで調査区域を拡大し、調査、予測

及び評価の手法を修正すること。  

 

７ 廃棄物 

埋立地の造成工事にともなう土砂の掘削量及び残土の発生量を明  

らかにし、残土を廃棄物として処理する際と、残土を覆土として利

用する際の環境影響の評価を行うこと。  

 

 


